
事 務 連 絡 

令和３年５月１８日 

 

各都道府県・指定都市教育委員会学校給食・食育主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を 

受けた地方公共団体の学校設置会社担当課 御中 

各 国 公 私 立 大 学 法 人 事 務 局 

独立行政法人国立高等専門学校機構事務局 

各 公 私 立 高 等 専 門 学 校 事 務 局   

各 関 係 公 益 法 人 ・ 一 般 法 人 事 務 局 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 

 

 

令和３年度「食育月間」における食育の推進について（依頼） 

 

この度、農林水産省において、別添のとおり令和３年度「食育月間」実施要綱が作成さ

れ、文部科学省初等中等教育局長宛てに通知されたところです。 

現在、各地域における新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、様々な対応を頂

いているところ、本実施要項に基づき、令和３年度「食育月間」における食育の取組を学

校及び地域の実情に応じて推進くださるようお願いします。 

また、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会及び所管の学校

に対して、各指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対して、各都道府県におか

れては、所轄の学校及び認定こども園に対して、各指定都市、各中核市におかれては、所

轄の認定こども園に対して、構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公共

団体におかれては、所轄の学校に対して、各国公私立大学法人、独立行政法人国立高等専

門学校機構におかれては、管下の学校に対して周知くださるよう併せてお願いします。 

 

 

 

（本件担当） 

文部科学省初等中等教育局 

健康教育・食育課食育推進係 

TEL：03-5253-4111（内線 2095） 

FAX：03-6734-3794 
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